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光
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要
旨

本
法
律
案
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
が
、
観
光
及
び
地
域
経
済
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
財
政

の
改
善
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針

そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
複
合
観
光
施
設
」
と
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
会
議
場
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
、
展

示
施
設
、
宿
泊
施
設
そ
の
他
の
観
光
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
施
設
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
、
民

間
事
業
者
が
設
置
及
び
運
営
を
す
る
も
の
を
い
い
、
「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
」
と
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
区
域
と
し
て
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
申
請
に
基
づ
き
国
の
認
定
を
受
け

た
区
域
を
い
う
。

二
、
基
本
理
念
と
し
て
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
は
、
地
域
の
創
意
工
夫
及
び
民
間
の
活
力
を
生
か
し
た
国
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際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
滞
在
型
観
光
を
実
現
し
、
地
域
経
済
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
国
の
監
視
及
び

管
理
の
下
で
運
営
さ
れ
る
健
全
な
カ
ジ
ノ
施
設
の
収
益
が
社
会
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す

る
。

三
、
国
は
、
二
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

四
、
政
府
は
、
五
か
ら
七
ま
で
に
基
づ
き
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
を
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
な
る
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

一
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
と
し
て
、
国
際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成

等
、
観
光
産
業
等
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
地
域
経
済
の
振
興
、
地
方
公
共
団
体
の
構
想
の
尊
重
、
カ
ジ
ノ
施
設
関
係
者

に
対
す
る
規
制
並
び
に
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
制
に
係
る
事
項
を
定
め
る
。

六
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
に
外
局
と
し
て
置
か
れ
る
も
の
と
し
、
カ
ジ
ノ

施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
及
び
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
カ
ジ
ノ
施
設
関
係
者
に
対
す
る
規
制
を
行

う
も
の
と
す
る
。
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七
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
す
る
者
か
ら
納
付

金
を
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
入
場
者
か
ら
入
場
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

八
、
内
閣
に
、
内
閣
総
理
大
臣
を
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
長
と
す
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本

部
を
設
置
し
、
同
本
部
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
総
合
調
整
、
必
要
な
法
律
案
及
び
政
令
案

の
立
案
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
八
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


